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令和 4年度 生活困窮者自立支援制度人材養成研修 

自立相談支援事業従事者養成研修・就労準備支援事業従事者養成研修 

開催要項の送付と受講希望者のとりまとめについて（依頼） 

 

 

時下、ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。 

さて、本会では、昨年度に引き続き標記国研修を受託し、下記の通り実施することとなりました。なお、

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、本年度もオンラインにより研修を行います。 

 つきましては、諸事ご多忙の折誠に恐縮ですが、貴都道府県におかれましては、管内市区町村（指定

都市及び中核市を含む。以下同じ。）の受講希望者のとりまとめ等について、下記のとおりご協力賜り

ますようお願いいたします。 

なお、今回の依頼は「自立相談支援事業従事者養成研修・就労準備支援事業従事者養成研修」に関す

るもののみであり、他の研修は改めて依頼させていただきます。 

なお、受講登録者については、「生活困窮者自立支援制度人材養成研修事業の実施について」（令和 4

年 4月 18日付社援発 0418第 3号厚生労働省社会・援護局長通知）、「令和 4年度生活困窮者自立支援制

度人材養成研修の実施について」（令和 4年 4月 19日）に基づき、選定いただきますよう何卒よろしく

お願いいたします。 

 

  



１．各種研修の日程・定員 

本年度の研修は、以下の方法により実施します。下記①～③をすべて履修した場合に本年度の国研

修修了者となります。 

 ①専用サイトに掲載された講義等の録画映像を都合のよい日程で視聴（以下、「オンデマンド配信」） 

 ②zoomを活用した同時双方向型（日時指定）のオンライン研修への参加（以下、「ライブ配信」） 

 ③修了レポートの作成・提出 

 ※②はグループ討議（ブレイクアウトセッション）等を交えた参加型の演習を予定。 

研修名 
オンデマンド 

配信開始予定 
ライブ配信日程 定員 

主任相談支援員養成研修 9 月上旬  10 月 12 日（水）10:00～17:00 250 名 

相談支援員養成研修 9 月中旬 10 月 21 日（金）10:00～17:00 500 名 

就労支援員・就労準備支援事業従事

者養成研修 8 月上旬 9 月 15 日（木）10:00～17:00 500 名 

家計改善支援員養成研修  

※開催要項は別途発出 
7 月中旬 

9 月 1 日（木）10:00～15:00 

9 月 2 日（金）10:00～12:00 
380 名 

都道府県研修担当者研修  

※開催要項は別途発出済 

 【前期】6 月 2 日（木）13:30～16:30 

【後期】1 月 23 日（月）13:30～16:30 
150 名 

生活困窮者自立支援制度の体制整備

に向けた自治体担当者研修 

※開催要項は別途発出 

 

7 月 12 日（水）10:20～16:30 250 名 

テーマ別（孤独・孤立）研修 

※開催要項は別途発出 
調整中 調整中 250 名 

テーマ別（ヤングケアラー）研修 

※開催要項は別途発出 
調整中 調整中 250 名 

 ※時間は変更の可能性があります。 

 

２．添付資料 

本依頼文のほか、以下の 7 点の資料を送付（メールおよび郵送）しております。 

・開催要項 自立相談支援事業従事者養成研修・就労準備支援事業従事者養成研修 

・様式 1  自立相談支援事業従事者養成研修・就労準備支援事業従事者養成研修受講希望者名簿

（都道府県とりまとめ用） 

・別添 1  受講申込書（事業実施自治体とりまとめ用） 

・別添 2  受講申込書（受講希望者用） 

・参考資料 令和 4 年 4 月 18 日付社援発 0418 第 3 号厚生労働省社会・援護局長通知 

・参考資料 令和 4 年 4 月 19 日付厚生労働省事務連絡 

・購入申込書 「生活困窮者自立支援法 自立相談支援事業従事者養成研修テキスト」 

 

３．「受講希望者名簿（様式 1）」の作成・とりまとめ 

管内市区町村のうち、自立相談支援事業、就労準備支援事業の実施状況に応じて、自治体に「開催

要項」「受講申込書（別添 1,2）」を電子メールにてお送りください。受講申込書に基づいて受講希望

者をとりまとめ「受講希望者名簿（様式 1）」を電子ファイルで作成してください。 

※ファイル名「様式 1 受講希望者名簿（都道府県名を記入）」の（ ）内を都道府県名に変更して下さい。 



４．都道府県ごとの定員について 

本研修については、都道府県ごとの受講枠が設定されています。都道府県におかれては、下記通知

及び事務連絡を参照の上受講希望のとりまとめをお願いします。 

   ※ライブ配信の参加が必須のため、各都道府県における各研修への申込は、厚労省事務連絡にある定員ど

おりです。 

・「生活困窮者自立支援制度人材養成研修事業の実施について」（令和 4 年 4 月 18 日付社援発 0418

第 3 号厚生労働省社会・援護局長通知） 

・「令和 4年度生活困窮者自立支援制度人材養成研修の実施について」（令和 4 年 4 月 19 日付厚生労

働省事務連絡）※研修受講者の登録基準、都道府県別の受講枠等が示されています。 

 

５．オンライン研修の円滑な受講体制の配慮 

なお、研修を受講する際には、受講者がインターネット環境の整った自宅にて参加することも可能

とし、受講日は勤務日扱いとするなど円滑な受講体制にご配慮いただくよう、各事業実施自治体・委

託先事業者へご依頼ください。 

 

６．受講希望者名簿の提出先 

受講希望者名簿様式１は参加登録業務委託先の下記メールアドレスまでご提出ください。 

 名鉄観光サービス株式会社 MICE センター 担当：下枝、富永、柴田 

E-mail：mice@mwt.co.jp 

※昨年度とは提出先が異なりますのでご注意ください。 

 

７．受講希望者名簿提出締切 

提出締切日は、下記のとおりです。 

令和 4年 6月 27 日（月） 
※受講決定は、締切日から約 2 週間後に通知する予定です。 

 

８．本件に関する連絡・お問い合わせ先 

（１）研修の申込・登録サイトに関するお問い合わせ先 

名鉄観光サービス株式会社 MICE センター 担当：下枝、富永、柴田 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2 （新霞が関ビル内） 

営業時間：月～金  9:45～17:45（土日祝休業） 

E-mail：mice@mwt.co.jp  TEL：03-3595-1122 

※緊急時以外はできる限りメールでご連絡下さいますよう、ご配慮いただけますと幸いです。 

 

（２）その他に関するお問い合わせ先 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 地域福祉部 担当：貴島、福與
ふ く よ

 

〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 

TEL：03-3581-4655  FAX：03-3581-7858 E-mail：z-jiritsu@shakyo.or.jp  

受付時間 9:30～17:30（土日祝日休業） 

mailto:z-jiritsu@shakyo.or.jp

